
利用者の顔写真を加工して楽しむ介護職員
－単なる不適切な行為か？－

■「虐待だから処分しろ」という家族

特別養護老人ホームの屋外の喫煙所で、2 人の若手職員がスマホを見せ合いながら笑っています。そ
こを入所者の息子Mさんが通りかかり、「何を見てるの？」とスマホをのぞき込みました。画像を見たM
さんは血相を変えて「それ、うちの母親だろう！」と言います。「違います。〇〇さんじゃありませんよ」
と言う職員のスマホには、アプリで顔が加工された女性入所者の写真が映っていました。Mさんがスマ
ホを取り上げ施設長に抗議すると、施設長は「2 人によく言って聞かせます」と答えます。しかし、Mさ
んは「これは虐待だ！」と言って、スマホの画面を撮影して市に持ち込みました。

市では「虐待認定はできないが不適切な行為であり、コンプライアンスの徹底を指導する」と回答しま
したが、Mさんは納得しません。今度は家族会で問題にして、「施設は不適切なケアが蔓延している。職
員を懲戒処分すべきだ」と主張します。施設では「法律や就業規則に違反した訳ではないので、懲戒処
分にはできない。コンプライアンス管理を徹底する」と回答しましたが、Mさんの追及は収まりません。

利用者の顔写真加工は肖像権の侵害（不法行為）
■コンプライアンスとは何か？

施設は「コンプライアンス管理を徹底する」と言っています。最近このような明確に違
法性が指摘できないようなケースで、コンプライアンスという言葉が使われます。コン
プライアンスとはどういう意味でしょうか？

コンプライアンスという言葉は通常「法令遵守」と訳されますが、法令を守ることだけではありません。

もっと広い意味で「法令順守も含め企業が自主的に企業倫理に沿った運営をすること」を意味します。

ここで企業倫理とは、社会倫理に沿ったものであることは言うまでもありませんから、企業は社員に社会

倫理・職業倫理に沿った行動を守らせなければなりません。

■利用者の顔写真加工はどのような法律・規則に違反するのか？
コンプライアンス違反行為は、どの法律・規則に違反するかによって罰則が異なります。この職

員の行為は不適切な行為で懲戒処分には当たらないのでしょうか？人の容姿を本人の了解なく撮影

する行為は、人権侵害行為であり不法行為となります。また、顔の加工方法が本人に侮辱的なやり

方であり、多数の人の目に触れれば刑法の侮辱罪に該当する恐れもあります。ですから、職員によ

る利用者の顔写真加工は明らかに就業規則違反ですから、懲戒処分も妥当ということになります。

コンプライアンス違反のクレームは、過度な正義感に基づくクレームのように考える傾向がありま

すが、管理者はもっと慎重に違法性などをチェックしなければなりません（別紙参照）。

「安全な介護にゅーす」はどなたでも
お申し込みいただけます
https://bit.ly/3rWPqxQ

■コンプライアンス管理の難しさ
昨年から保育従事者のコンプライアンスが問題にされ、「不適切な保育」という新しい言葉を耳

にするようになりました。０歳児の足を持って逆さに吊るす行為は明らかな違法行為ですが、幼児

に下着のまま食事をさせることも「不適切な保育」とされて糾弾されました。

当初は企業行動の法令順守が目的とされた“コンプライアンス”はその意味が拡大し、一般市民

が要求する多様な規範基準が企業に突き付けられるようになっています。ＳＮＳによる私的正義感

による企業行動の糾弾も、コンプライアンスの拡大を助長しています。このコンプライアンスの膨

張拡大のリスクを経営者はきちんと理解し、市民的倫理規範にも合わせていかなければなりません。

https://bit.ly/3rWPqxQ


コンプライアンスと法律・規則との関係

違反行為 法令違反 不法行為 契約違反 就業規則違反

虐待行為 〇 〇 〇 〇

身体拘束 〇 〇 〇 〇

重過失事故 △ 〇 〇 〇

軽過失事故 × 〇 〇 ×

セクハラ行為 △ △ － 〇

パワハラ行為 △ △ － 〇

個人情報漏洩 △ 〇 〇 〇

不適切なケア － － － △

不適切な言動 － － － △

コンプライアンス違反行為 法律や規則との関係

法令違反（違法行為） 刑法・介護保険法などの違反行為

不法行為 他人の権利を侵害する行為

債務不履行 契約に違反する行為

就業規則違反 服務規律や就業規則に違反する行為

社会倫理・職業倫理に反する行為 不適切なケア、不適切な行為など

（別紙）

安全な介護セミナー「職員のコンプライアンス管理対策」より



株式会社安全な介
護

セミナーの概要

本部職員・管理者向け

「職員のコンプライアンス管理対策」のご案内

－犯罪行為から「悪ふざけ虐待」まで－

コンプライアンスとは何でしょう？法令遵守と訳されますが、実際の意味はもっと広く、
「法令遵守は当然として企業が自主的に社会倫理に沿って企業を運営すること」を意味し
ます。では、介護事業のコンプライアンスとは何でしょうか？介護保険法や運営基準に違
反しないことはもちろん、虐待、身体拘束、個人情報漏洩、重過失事故など職員による
サービス提供上のコンプライアンス管理体制も強化しなければなりません。昨今“コンプ
ライアンス”は法令遵守からどんどん意味が拡大し、「不適切なケア」「不適切な保育」
という言葉に表れるように、以前よりも一段と高い職業倫理の規範遵守を求められるよう
になりました。本セミナーでは、管理者がコンプライアンス管理の意味をきちんと理解し、
効果的な職員研修を行うための手法をご紹介します。

介護施設・事業所のみなさまへ

セミナーに関するお問い合わせは

株式会社安全な介護 受付担当 澤田

mail:soudan@nanasha.co.jp TEL:03-5995-2275

《第1部》管理者へのコンプライアンス研修

１．コンプライアンスと法律・倫理規範

２．コンプライアンス違反行為と罰則

・犯罪行為 ・不法行為 ・契約違反 ・就業規則違反

・社会倫理に反する行為 ・職業倫理に反する行為

３．コンプライアンス違反事例と管理手法

４．不適切なケア・不適切な言動への指導管理体制

《第2部》職員へのコンプライアンス研修

１．職員研修の3要件

・文書で明示する ・罰則を教える ・違反事例を教える

２．違反行為の種類

・虐待 ・身体拘束 ・重過失事故 ・個人情報漏洩

・服務規律違反 ・ハラスメント ・不適切なケア ・不適切な言動

３．事例で考えるコンプライアンス研修の内容

・犯罪行為から「悪ふざけ虐待」まで

安全な介護セミナー zoomオンラインセミナー

■開催日時：６月１日（木）13:30～15:00（５月22日締め切り）

■主催講師：株式会社安全な介護 代表 山田滋

■対象：本部職員・管理者など（一般職員は対象ではありません）

■受講料：1施設・事業所（PC３台まで）5,500円（税込）

■受講方法：Zoomによるオンライン受講

■提供資料：テキスト（手持ち資料）・お役立ちツール

■申し込み方法：下記URLからお申し込みいただき、

所定の口座に受講料をお振込みください。

https://bit.ly/43LPPUY

安全介護セミナー開催要領

講師プロフィール
山田 滋 早稲田大学法学部卒業と同時
に現あいおいニッセイ同和損害保険入社。
2006年7月よりインターリスク総研主席コン
サルタント、2013年5月末あいおいニッセイ
同和損保を退社。2014年4月より現職。
高齢者施設や介護事業者と取り組み、現
場で積み上げた実践に基づくリスクマネジメ
ントの方法論は、「わかりやすく実践的」と好
評。各種団体や施設の要請により年間
150回のセミナーをこなす。

※安全な介護の顧問先法人は無料ですので申込書にチェックしてください

セミナー録画配信サービス付き

ご参加の方には「事例で考えるコンプライアンス研修教材」を差し上げます。

〇管理者向け研修資料抜粋➡https://bit.ly/42lOPGc

https://bit.ly/43LPPUY
https://bit.ly/42lOPGc
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